
令
和
２
年
度
古
文
書
講
座 

初
級
編 

 

解
読
文
・
解
説
（
旗
本
領
の
古
文
書
を
読
む
） 

 

行
田
市
郷
土
博
物
館 

  

①
寛
政
11
年
「関
根
村
名
主
見
習
任
命
状
」新
井
家
文
書
№
284 

 

【
解
読
文
】 

 
 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 

武
州
埼
玉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
根
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久 
五 

郎 

右
之
者
、
此
度
其
村
名
主 

役
見
習
申
付
者
也 

  

寛
政
十
一
未
年 

 
 

正
月
廿
八
日 

 

地 
 

頭 
 

所 

 

【
読
み
下
し
文
】 

 
 
 
 

覚
え 

右
の
者
、
此
度
其
村
名
主 

役
見
習
い
申
付
け
る
者
也 

 

【
現
代
語
訳
】 

右
の
者
に
、
こ
の
た
び
そ
の
村
の
名
主
役
見
習
い
を
申
付
け
る
も
の

で
あ
る
。 

 

【
解
説
】 

江
戸
時
代
、
旗
本
領
の
村
役
人
は
、
村
の
百
姓
で
あ
る
と
と
も
に

旗
本
か
ら
村
政
を
預
か
る
支
配
の
末
端
に
も
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
人
選
も
形
式
と
し
て
は
旗
本
か
ら
任
命
す
る
形
が
と
ら
れ

た
の
で
す
。
江
戸
の
旗
本
屋
敷
を
あ
ら
わ
す
「
地
頭
所
」
の
文
字
を
、

百
姓
の
「
久
五
郎
」
の
文
字
よ
り
も
大
き
く
書
く
こ
と
で
、
権
力
や
身

分
に
起
因
す
る
旗
本
領
主
と
領
民
の
関
係
性
を
如
実
に
表
現
し
て
い

ま
す
。 

  

②
卯
年
「
関
根
村
名
主
退
役
及
び
任
命
状
」新
井
家
文
書
№
282 

 

【
解
読
文
】 

（
端
裏
書
） 

「 
 

名
主
役 

 
 
 
 
 
 

幸
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

受
書 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 
 

関
根
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権

左

衛

門 

右
権
左
衛
門
儀
、
名
主
役
年
来 

相
勤
候
処
、
近
年
病
身
ニ

罷
成
候 

候
ニ

付
、
先
キ

頃
退
役
願
指
出
候
処
、 

指
留
申
付
候
ニ

付
、
猶
又
勤
向
出
情 

是
迄
相
勤
候
得
共
、
乍
去
追
々 

老
年
ニ
茂

相
成
、
難
勤
候
間
、
此
度 

退
役
相
願
候
趣
、
残
念
ニ
ハ

候
得
と
も 

伺
願
退
役
申
付
候
、
是
迄
段
々 

数
年
来
之
勤
骨
折
候
事
ニ

候
、 

跡
役
之
儀
者

則
忰
幸
右
衛
門
江 

申
付
候
、
引
続
役
儀
相
勤
候
事 

格
別
規
模
至
ニ

候
者
也 

  

卯
二
月
廿
八
日 

地 

頭 

所 

  
 
 
 
 
 
 
 

関
根
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権

左

衛

門
江 

 
【読
み
下
し
文
】 

 
 
 
 

覚
え 

 
 
 
 
 
 
 
 

関
根
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権

左

衛

門 

右
権
左
衛
門
儀
、
名
主
役
年
来 

相
勤
め
候
処
、
近
年
病
身
に
罷
り
成
り
候 

候
に
付
、
先
き
頃
退
役
願
い
指
し
出
し
候
処
、 

指
し
留
め
申
し
付
け
候
に
付
、
猶
又
勤
め
向
き
出
精 

是
迄
相
勤
め
候
得
共
、
去
り
な
が
ら
追
々 

老
年
に
も
相
成
り
、
勤
め
が
た
く
候
間
、
此
度 

退
役
相
願
い
候
趣
、
残
念
に
は
候
得
と
も 

伺
願
い
退
役
申
し
付
け
候
、
是
迄
段
々 

数
年
来
の
勤
め
骨
折
り
候
事
に
候
、 

跡
役
の
儀
は
則
ち
忰
幸
右
衛
門
へ 

申
し
付
け
候
、
引
き
続
き
役
儀
相
勤
め
候
事 

格
別
規
模
の
至
り
に
候
者
也 

 

【現
代
語
訳
】 

右
の
関
根
村
名
主
の
権
右
衛
門
に
つ
い
て
、
名
主
役
を
こ
れ
ま
で
勤

め
て
き
た
が
、
近
年
病
気
を
煩
っ
た
た
め
、
先
日
退
役
願
い
を
［
旗
本

領
主
へ
］
指
し
出
し
た
。
し
か
し
、
［
名
主
役
に
］
指
し
留
め
を
［
地
頭
所

か
ら
］
申
し
付
け
た
た
め
、
猶
又
勤
め
向
き
に
精
を
出
し
て
こ
れ
ま
で

勤
め
て
き
た
。
し
か
し
、
追
々
老
年
に
も
な
り
、
［
名
主
役
を
］
勤
め
が

た
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
た
び
退
役
を
願
う
と
の
こ
と
。
残
念
で
は

あ
る
が
、
伺
願
い
の
［
と
お
り
］
退
役
を
申
し
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
段
々
数
年
来
［に
及
ぶ
名
主
役
の
］
勤
め
に
お
い
て
骨
を
折
っ
て

き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
跡
役
に
つ
い
て
は
、
［
権
右
衛
門
の
］
忰
で
あ
る

幸
右
衛
門
へ
申
し
付
け
る
。
引
き
続
き
役
儀
を
勤
め
る
こ
と
。
格
別
に

模
範
の
至
り
［と
い
え
る
］
者
で
あ
る
。 

※
［  

］
は
意
味
を
補
っ
た
も
の
（
以
下
同
じ
）
。 



【
解
説
】 

①
の
任
命
状
に
対
し
て
、
②
は
退
役
と
任
命
が
あ
わ
せ
て
地
頭
所

か
ら
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
任
命
と
同
様
に
退
役
に
あ
た
っ
て
も
旗

本
か
ら
の
許
し
が
な
け
れ
ば
村
役
人
を
退
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
本
文
に
よ
る
と
、
権
右
衛
門
も
一
度
退
役
を
願
い
な
が
ら
も
地

頭
所
か
ら
引
き
留
め
ら
れ
、
勤
役
を
続
け
て
い
ま
す
。
後
継
が
忰
の

幸
右
衛
門
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
退
役
と
任
命
が
同
文
書
で
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

な
お
、
端
裏
書
（
は
し
う
ら
が
き
）
と
は
、
文
書
の
端
（
本
紙
表
面
の

右
端
）の
裏
側
に
記
さ
れ
た
墨
書
の
こ
と
で
す
。
文
書
を
奥
側
か
ら
表

面
を
内
側
に
し
て
巻
き
上
げ
て
い
く
と
、
こ
の
端
裏
部
分
が
一
番
外

側
に
な
る
た
め
、
「
見
出
し
」
の
役
割
を
し
た
墨
書
が
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

  

③
明
和
７
年
「
御
屋
敷
類
焼
の
先
納
金
、
質
地
に
よ
り
調
達
の
旨

を
定
め
る
書
付
」当
館
蔵
新
井
家
文
書
№
294 

 

【
解
読
文
】 

 
 
 
 

相
定
申
書
附
之
事 

一
、
此
度
御
屋
敷
様
御
類
焼
被
遊
候
ニ

付
、
先
納
被 

 
 

仰
付
候
所
、
面
々
出
来
不
申
候
間
、
各
々
御
頼
申 

 
 

候
而

、
質
地
を
以
御
才
覚
被
成
、
金
子
拾
弐
両
弐
分 

 
 

御
調
被
成
、
御
用
立
被
下
候
所
、
相
違
無
御
座
候
、 

 
 

依
之
為
念
連
印
致
置
申
所
、
仍
而

如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
根
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 

明
和
七
寅
ノ
十
二
月 

 
 
 
 

孫 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仁

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伴 
 
 

六
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重 

五 

郎
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 

之 

丞
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要 
 
 

助
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 

重 

郎
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冨 

五 

郎
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権 
 
 

太
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊 

平 

次
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幸 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仁

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
所 

 

【読
み
下
し
文
】 

 
 
 
 

相
定
め
申
す
書
き
附
け
の
事 

一
つ
、
此
度
、
御
屋
敷
様
御
類
焼
遊
ば
さ
れ
候
に
付
、
先
納
仰

せ
付
け
ら
れ
候
所
、
面
々
出
来
申
さ
ず
候
間
、
各
々
御
頼
み

申
し
候
て
、
質
地
を
以
っ
て
御
才
覚
成
ら
れ
、
金
子
拾
弐
両

弐
分
御
調
い
成
ら
れ
、
御
用
立
て
下
さ
れ
候
所
、
相
違
御
座

な
く
候
、
こ
れ
に
依
り
念
の
た
め
連
印
致
し
置
き
申
す
所
、

仍
っ
て
件
の
如
し 

 

【現
代
語
訳
】 

 
 

 
 

こ
こ
に
定
め
申
す
書
き
付
け
の
事 

こ
の
た
び
、
御
屋
敷
様
（
旗
本
領
主
）
［
の
屋
敷
］
が
類
焼
な
さ
れ
た
た

め
、
先
納
（
翌
年
以
降
の
年
貢
の
前
借
り
）
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
が
、
み
な
［
金
子
の
工
面
が
］
出
来
な
い
た
め
、
［
村
役
人
へ
］
各
々

が
お
頼
み
申
し
て
、
［我
々
の
］
所
持
地
を
村
役
人
へ
質
地
に
入
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
金
子
十
二
両
二
分
を
調
え
、
村
役
人
が
御
用
立
て
し
て

下
さ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
よ
り
、
念
の
た
め
［
百

姓
た
ち
で
］
連
印
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

【解
説
】 

 

江
戸
は
火
事
が
多
く
、
領
主
の
屋
敷
が
類
焼
す
る
こ
と
も
度
々
あ

り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
場
合
に
も
領
民
に
対
し
て
屋
敷
普
請
に
要
す

る
資
金
調
達
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
年
貢
を
前
借
り
す
る
先
納
（
せ

ん
の
う
）と
い
う
手
段
で
領
民
か
ら
次
々
に
金
子
工
面
を
受
け
、
借
財

が
膨
れ
上
が
る
ケ
ー
ス
が
大
半
で
し
た
。 

今
回
の
場
合
、
関
根
村
は
命
じ
ら
れ
た
金
子
を
用
意
す
る
こ
と
が

難
し
く
、
惣
百
姓
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
村
役
人
へ
所
持
地
を
質
地
に

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
質
入
れ
金
を
先
納
金
に
あ
て
る
、
と
い

う
方
法
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
実
質
的
に
は
、
村
役
人
が
立
て
替
え
て

旗
本
領
主
へ
納
入
す
る
形
と
な
る
こ
と
か
ら
、
惣
百
姓
を
救
済
す
る

た
め
に
も
村
役
人
の
経
済
力
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

な
お
、
「
役
所
」
は
村
役
人
の
居
宅
の
こ
と
で
、
関
根
村
名
主
の
新

井
家
に
あ
て
て
惣
百
姓
が
差
し
出
し
た
文
書
で
す
。 

  



④
安
永
３
年
「
今
後
先
納
金
・
御
用
金
等
申
付
け
な
き
旨
に
つ
き

一
札
」当
館
蔵
新
井
家
文
書
№
185 

 

【
解
読
文
】 

 
 
 
 

一
札
之
事 

一
、
前
々
ゟ
先
納
金
幷

御
用
金
、
此
度
年
賦
ニ

被 

 

仰
付
難
儀
至
極
仕
候
得
共
、
御
殿
様
之
儀 

 

殊
ニ

此
末
先
納
金
御
用
金
等
ハ

一
切
被
仰
付 

 

間
敷
旨
、
依
之
承
知
仕
、
然
上
ハ

向
後
先
納
金 

 

其
外
何
分
之
御
用
金
被
仰
付
候
共
、
右
之 

 

訳
ヶ
故
金
主
方
無
御
座
候
、
万
一
先
納
御
用
金 

 

被
仰
付
候
共
、
御
訴
訟
成
シ

可
被
下
候
、
右
ニ

付
諸
入
用 

 

相
掛
り

候
共
、
惣
百
姓
無
相
違
相
繕
可
申
候 

 

為
其
連
印
、
仍
而

如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
根
村
惣
百
姓 

 
 
 

安
永
三
午
二
月 

 
 
 
 
 
 

岡

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

郷

右

衛

門
㊞ 

 

定

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

作 

兵 

衛
㊞ 

 

孫 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

久 
 
 

次
㊞ 

 

庄

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

伊 

平 

次
㊞ 

 

仁

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

権 

兵 

衛
㊞ 

 

清 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

伝 

兵 

衛
㊞ 

 

伴 
 
 

六
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

久

右

衛

門
㊞ 

 

又 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

新

右

衛

門
㊞ 

 

重 
 
 

五
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

幸 
 
 

八
㊞ 

 

三
郎
右
衛
門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

嘉

右

衛

門
㊞ 

 

又 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

長

右

衛

門
㊞ 

 

市 

之 

丞
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

長

左

衛

門
㊞ 

 

久 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

仁

左

衛

門
㊞ 

 

平 
 
 

重
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

左 

平 

次
㊞ 

 

要 
 
 

助
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

安 

兵 

衛
㊞ 

 

彦

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

元

右

衛

門
㊞ 

 

孫

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

儀 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵

左

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冨 
 
 

五
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦 
 
 

八
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利

右

衛

門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊 

兵 

衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

村
役
人
衆
中 

 

【
読
み
下
し
文
】 

 
 
 
 

一
札
の
事 

一
つ
、
前
々
よ
り
先
納
金
な
ら
び
に
御
用
金
、
此
度
年
賦
に
仰

せ
付
け
ら
れ
難
儀
至
極
仕
り
候
得
共
、
御
殿
様
の
儀
、
殊
に

此
の
末
先
納
金
御
用
金
等
は
一
切
仰
せ
付
け
ら
れ
ま
じ
き

旨
、
こ
れ
に
依
り
承
知
仕
り
、
然
る
上
は
向
後
先
納
金
其
の

外
何
分
の
御
用
金
仰
せ
付
け
ら
れ
候
共
、
右
の
訳
ヶ
故
、
金

主
方
御
座
な
く
候
、
万
一
先
納
御
用
金
仰
せ
付
け
ら
れ
候
共
、

御
訴
訟
成
し
下
さ
る
べ
く
候
、
右
に
付
諸
入
用
相
掛
り
候
共
、

惣
百
姓
相
違
な
く
相
銘
し
申
す
べ
く
候
、
其
の
た
め
連
印
、

仍
っ
て
件
の
如
し 

 

【現
代
語
訳
】 

 
 
 
 

一
札
の
事 

前
々
よ
り
［
工
面
し
て
き
た
］
先
納
金
と
御
用
金
に
つ
い
て
、
こ
の
た
び

［
年
貢
か
ら
の
差
引
で
は
な
く
］
年
賦
［
払
い
］
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ

と
は
難
儀
至
極
で
あ
る
。
し
か
し
、
殿
様
（
旗
本
領
主
）
が
と
り
わ
け
、

今
後
先
納
金
御
用
金
等
は
一
切
命
じ
な
い
と
仰
せ
が
あ
っ
た
の
で
、
こ

れ
に
よ
り
承
知
仕
る
。
し
か
る
上
は
、
今
後
先
納
金
そ
の
ほ
か
ど
の
よ

う
な
御
用
金
を
命
じ
ら
れ
よ
う
と
も
、
右
の
理
由
ゆ
え
、
［
領
民
に
］

金
主
方
は
い
な
い
。
万
一
、
先
納
御
用
金
を
命
じ
ら
れ
て
も
、
［
村
役

人
方
に
は
］
領
主
へ
訴
訟
を
し
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
に
諸
入
用
が
か
か
っ

て
も
、
惣
百
姓
は
相
違
な
く
記
し
申
す
。
そ
の
た
め
連
印
す
る
も
の
で

あ
る
。 

 
【解
説
】 

 

領
民
へ
多
額
の
先
納
金
や
御
用
金
を
賦
課
す
る
と
、
当
該
年
度
の

年
貢
か
ら
の
差
引
だ
け
で
は
当
然
返
済
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

旗
本
は
領
民
へ
の
返
済
を
年
賦
払
い
へ
切
り
替
え
、
た
と
え
利
息
が
嵩

む
と
し
て
も
期
限
の
延
引
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
村
や
領
民
に
と
っ

て
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
も
「
以
後
先
納
金
と
御

用
金
を
一
切
賦
課
し
な
い
」
と
い
う
殿
様
の
仰
せ
が
あ
っ
た
の
で
、
年

賦
払
い
への
切
り
替
え
を
許
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
し
て
、
も
し
今
後
、
こ
の
殿
様
の
言
葉
に
反
し
て
、
領
民
へ先
納
御

用
金
が
命
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
領
主
へ
対
し
て
村
役
人
が
訴
訟
を
起
こ

す
こ
と
も
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
旗
本
領
に
暮
ら
す
惣

百
姓
た
ち
の
断
固
と
し
た
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

  

⑤
（
近
世
）
「
旗
本
加
藤
家
屋
敷
相
対
替
え
に
よ
り
引
越
し
先
申

達
に
つ
き
廻
状
」当
館
蔵
新
井
家
文
書
№
292 

 

【解
読
文
】 

以
廻
状
申
達
候
、
然
者

今
度
御
屋
敷
御
相
対 

替
御
整
被
成
、
来
ル

十
一
日
ニ

御
引
移
被
遊
候 

依
之
御
場
所
左
申
達
候 

 
 
 
 
 
 

小
日
向
中
ノ
橋
脇
馬
場
江

寄
候 

 
 
 
 
 
 

横
町
古
田
鎌
次
郎
様
御
屋
敷 

此
段
被
得
其
意
、
廻
状
早
々
順
達
可
被
致
候
、 

留
り

村
ゟ
早
々
可
被
相
返
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
藤
勝
之
助
内 

 
 

十
二
月
六
日 

 
 
 
 
 

吉

田

巳

之

助 

  
 

下
大
崎
村 

 
 

藤
間
村 

 
 

関
根
村 

 
 

川
面
村 



 
 

玄
番
新
田 

 
 

高
畑
村 

 
 

下
野
田
村 

 
 
 
 
 

両
組 

 
 
 
 
 
 

右
村
役
人
中 

 

村
方 

 
 

御
役
人
中 

 

【
読
下
し
文
】 

廻
状
を
以
っ
て
申
し
達
し
候
、
然
る
は
今
度
御
屋
敷
御
相
対 

替
え
御
整
い
成
ら
れ
、
来
る
十
一
日
に
御
引
き
移
り
遊
さ
れ
候 

こ
れ
に
依
り
御
場
所
左
に
申
し
達
し
候 

 
 
 
 
 
 

小
日
向
中
ノ
橋
脇
馬
場
へ
寄
り
候 

 
 
 
 
 
 

横
町
古
田
鎌
次
郎
様
御
屋
敷 

此
段
其
意
を
得
ら
れ
、
廻
状
早
々
順
達
致
さ
る
べ
く
候
、 

留
り
村
よ
り
早
々
相
返
さ
る
べ
く
候
、
以
上 

 

【
現
代
語
訳
】 

廻
状
を
も
っ
て
申
し
達
す
る
。
今
度
、
［
旗
本
領
主
の
］
御
屋
敷
の

相
対
替
え
が
お
整
い
に
な
ら
れ
、
来
る
十
一
日
に
お
引
き
移
り
に
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
［新
し
い
御
屋
敷
の
］場
所
を
左
に
申
し
達
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

小
日
向
中
野
橋
脇
馬
場
へ寄
っ
た 

 
 

 
 

 
 

横
町
に
あ
る
古
田
鎌
次
郎
様
の
御
屋
敷 

こ
れ
に
つ
い
て
、
よ
く
心
得
ら
れ
、
廻
状
を
早
々
に
順
達
す
る
よ
う

に
。
［
順
達
の
最
後
と
な
る
］
留
り
村
か
ら
、
早
々
に
［
こ
の
廻
状
を
地

頭
所
へ
］返
す
よ
う
に
。 

 

【
解
説
】 

 

こ
の
文
書
は
、
関
根
村
の
領
主
で
あ
る
旗
本
加
藤
家
の
家
臣
吉
田

巳
之
助
が
、
加
藤
家
の
知
行
地
（
下
大
崎
村
・
藤
間
村
・
川
面
村
・
玄

番
新
田
・
高
畑
村
・
下
野
田
村
）
の
各
村
役
人
に
あ
て
て
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
廻
状
と
は
、
現
代
で
い
う
回
覧
板
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
文

書
で
、
廻
状
の
本
紙
が
手
元
に
到
来
し
た
ら
、
そ
の
内
容
を
筆
写
し
て
、

次
の
村
へ
廻
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
の
村
（
留
り
村
）
は
、
廻
状
の
本
紙
を

地
頭
所
へ
返
却
す
る
こ
と
で
、
伝
達
が
行
き
届
い
た
こ
と
を
報
告
し
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
文
書
は
、
正
確
に
は
関
根
村
に
到
来
し
た
廻

状
の
写
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

御
屋
敷
の
「相
対
替
（
あ
い
た
い
が
え
）
」と
は
、
屋
敷
を
所
持
す
る
武

家
同
士
相
対
で
相
談
し
て
、
幕
府
の
許
可
が
得
ら
れ
れ
ば
、
交
換
が

実
現
す
る
屋
敷
替
え
の
仕
組
み
の
こ
と
で
す
。
今
回
は
古
田
鎌
次
郎

の
屋
敷
と
の
相
対
替
え
が
実
現
し
た
の
で
、
そ
の
場
所
が
通
達
さ
れ
ま

し
た
。
旗
本
の
暮
ら
す
江
戸
と
領
民
が
暮
ら
す
知
行
地
は
離
れ
て
い

る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
が
、
用
向
次
第
で
村
役
人
た
ち
は
江
戸
の
地

頭
所
へ
し
ば
し
ば
出
向
き
（
出
府
・
し
ゅ
っ
ぷ
）
、
旗
本
の
御
用
を
聞
い
た

り
、
あ
る
い
は
知
行
地
か
ら
の
要
望
を
申
し
入
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
知
行
地
の
村
役
人
た
ち
は
江
戸
の
地
頭
所
の
場
所
を
把

握
し
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

   

【今
回
の
内
容
に
関
す
る
参
考
文
献
】 

 

『
武
蔵
国
埼
玉
郡
忍
領
関
根
村 

新
井
家
文
書
目
録
』 

（
行
田
市
立
図
書
館
、
一
九
七
三
年
） 

 

「
旗
本
領
の
成
立
と
展
開
」 

「
旗
本
領
の
支
配
と
民
衆
」 

（
『
行
田
市
史
普
及
版 

行
田
の
歴
史
』
二
〇
一
六
年
） 

   


